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「子どもたちを交通事故から守る取組強化月間」の実施について 

 
令和２年から７年における歩行中の交通事故死傷者は、７歳児が最も多く、また新年度以降、特に５

月及び６月に多くなる傾向が見られます。加えて、近年では、いわゆる「ながらスマートフォン」によ
る注意散漫や、自転車利用に関するルールの改正など、交通を取り巻く状況も変化しております。 

本区では、新たに策定した基本構想・基本計画におけるまちづくりの方向として「地域と共に支えあ
う安全・安心なまち」を掲げています。これを踏まえ、年度初めの４月及び大型連休明けで学校生活に
慣れてくる５月・６月を「子どもたちを交通事故から守る取組強化月間」とし、関係機関が連携して取
組を進めてまいります。 

つきましては、幼稚園及び各小中学校において、発達段階に応じた交通安全指導の一層の充実を図る
とともに、交通ルールの遵守や危険予測の力を育む指導について、引き続きご協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 趣旨    

交通事故による死傷者が、特に５月及び６月に多くなる傾向が見られことや、「ながらスマートフ
ォン」による運転、自転車利用に関するルールの改正など、昨今の交通環境の変化も踏まえ、子ども
自身が安全に行動する力を育成することが求められている。 

このため、豊島区基本構想・基本計画におけるまちづくりの方向性「地域と共に支えあう安全・安
心なまち」の実現に向け、地域、保護者及びＰＴＡ等と連携し、交通事故防止に向けた取組のさらな
る充実を図る。 

 
２ 取組期間   

令和８年４月１日から６月３０日まで 
 
３ 取組内容   

別紙「子どもたちを交通事故から守る取組強化月間について」をご参照ください。 
 
４ その他   
（１）幼稚園及び各小中学校のホームページに別紙を掲載願います。  
（２）保護者の皆様にはメール配信システム「すぐーる」により、教育委員会から別紙を周知します。 
（３）ＰＴＡの会合や学校運営連絡協議会等でも交通安全対策を議題としてお取り上げいただき、各学

校等の特色や強みを活かした取組の推進をお願いします。  
（４）ご不明な点がありましたら、下記担当までお問い合わせください。 

【担当】 
庶務課長 田 邉  栄 一 
学務課長 渡邉 明日香 
指導課長 鈴木 恭 子 
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